
第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

泉商事株式会社

令和7年6月12日

静岡県浜松市中央区高岡北４－１－１

鶴見　幸生

浜名湖内（富士マリーナ桟橋～富士マリーナ桟橋、サンマリノ桟橋～サンマリノ
桟橋）

航路の起点、寄港地
及び終点又は航行す
る 水 域

係留施設の名称及び
位 置

カフェテラス サンマリノ桟橋
静岡県浜松市浜名区細江町気賀11344-1

富士マリーナ桟橋
静岡県浜松市中央区呉松町1229

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東海一不第25号登 録 番 号

登 録 年 月 日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

使用する船舶に関する
事項

FUWARI HAMANAKO ５ ト ン 未 満 230-36891


